
（様式第１号）

山形県教育委員会　御中

やまがた教育パートナーズの認定・登録について、下記のとおり申請します。

記

庄内地区 ○
鶴岡市 庄内町 三川町 酒田市 遊佐町

置賜地区 ○
米沢市 南陽市 高畠町 川西町 長井市 小国町 白鷹町

飯豊町

最上地区 ○
新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村

戸沢村

①支援可能な地区に〇をつけてください。
②支援可能な市町村に○をつけてください。（地区全域で支援が可能な場合は、市町村に○をつけなくても結構です）

村山地区 ○
山形市 上山市 天童市 山辺町 中山町 寒河江市 河北町

大石田町西川町 朝日町 大江町 村山市 東根市 尾花沢市

その他

○ ○

ホームページ
有 ・ 無

(○で囲んでください)

御支援いただける内容について、以下の６項目から該当するものに〇をつけてください。（複数可）

企業見学 就業体験の受入 探究学習支援 講師・指導者の派遣 施設や物品の貸出し等

https://www.pref.yamagata.jp/700015/kyoiku_partners.htmlURL:

代表者　職・氏 名 代表　松波　太郎

事 業 内 容
「いつでも」「だれでも」「どこでも」学べる社会を目指して、社会教育分野での事業を展開していま
す。また、青少年のボランティア活動や地域活動を推進しています。

連 絡 先

担当部署（役職） 生涯教育・学習振興課
ふ り が な やまがた　はなこ

担 当 者 名

メ ー ル ア ド レ ス
第１優先 yamagatahanako@pref.yamagata.jp※事務局との連絡用として使

用します。御担当者の方のア
ドレスや代表アドレスなど、
複数ある場合は優先順に２つ
記入してください。 第２優先 matsunamitaro@pref.yamagata.jp

山形　花子

電 話 番 号 ０２３－０００－００００
Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２３－０００－００００

（連絡可能な時間帯）（８：３０～１７：１５）

ふ り が な えすけーじーず

企 業 等 名 ＳＫＧ’ｓ

ふりがな だいひょう　まつなみ　たろう

やまがた教育パートナーズ　認定申請書（記入例）

申 請 日 　２０２５年　１１月　４日

住 所
〒９９０－８５７０

山形県山形市松波二丁目８－１
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（様式第１号）裏面

✔

①

②

③

✔

✔

✔

　

【提出方法】
　下記提出先までメール、ＦＡＸ、郵送にて提出してください。

（提出先）
メールの場合：kyoiku-partners＠pref.yamagata.jp
ＦＡＸの場合：０２３－６３０－２８７４
郵　送の場合：〒９９０－８５７０
　　　　　　　山形県山形市松波二丁目８の１
　　　　　　　　やまがた教育パートナーズ事務局
　　　　　　　　（山形県教育局生涯教育・学習振興課内）

結　果
※この欄は事務局で使用します

１　認証　　　２否認（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のため）

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがあること。

 労働関係法令を遵守しています。

 公序良俗に反する事業を行いません。

 法令等の規定により子ども、若者の立ち入りが規制されている施設を運営していません。

 代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。）が暴力団員によ

 る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団

 員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以

 下「暴力団員等」という。）であること。

 暴力団員等がその事業活動を支配していること。

 （以下の誓約内容を確認の上、□にレ点を記入してください。）

このたびの応募にあたり、次の事項について誓約します。

 次のいずれにも該当するものではありません（地方自治法施行令第167条の４第１項第３号に

 規定する者に該当する者を除く。）

 法人等の代表者等（法人の場合は法人の役員（非常勤役員を含む。）、支配人及び営業所の


